




平成２１～2２年度決算報告 平成23～24年度事業計画案 

「収入の部］ 
１．繰越金　 
２．年会費・協賛金  
３．総会会費  
４．梅苑祭会費 
５．雑収入       
 
［支出の部］  
１．事業費  
（１）総会関係費  
（２）梅苑祭関係費 
 
２．運営費  
（１）事務所関係費 
（２）会議費  
（３）通信費  
（４）事務費 
（５）印刷費 
（６）組織強化費  
（７）交通費  
（８）交際費  
（９）ホームページ費 
（10）予備費 
 
３．次期繰越金     

 
平成20年度より 
延べ695人 
2009年会費等 
2010年会費等 
本部助成金、HP広告、受取り利息 
     
 
 
第9回総会関係費、会場飲食、パンフレット代 
第9回梅苑祭関係費、会場飲食、パンフレット代 
    
 
信陵会館年間契約料、@30,000円×２年 
会議室使用料及び茶菓子代  計25回 延310人参加 
会議案内、会員増強案内等 
封筒、用紙、消耗品等 
会議印刷物 
勉強会助成金 
本部総会、みやぎ梅苑会総会、出席等 
本部総会、みやぎ梅苑会総会祝儀、賀詞広告等 
ホームページ維持管理 
 
 
ゆうちょ銀行176,578円、みずほ銀行81,192円 
 
 

   

  ４月７日（木）  
４月１５日（金）  
５月２０日（金）  

６月中旬   
  ９月７日（水）  

    
 ９月中旬   

１１月１１日（金）  
１２月７日（水）  

  
  
 

 ４月中旬   
４月１９日（木）  
５月１８日（金）  
　９月６日（木）  

　　 
９月上旬   

１１月１５日（木）  
１２月１３日（木）  

 
第３６回ゴルフ大会　中止 
第７９回定例幹事会 〈中野サンプラザ〉 
第１０回定期総会兼福島応援集会　〈東京グリーンパレス〉 
名簿委員会、以降９月、１１月、１月開催 
第８０回定例幹事会 
第１０回関東梅苑祭実行委員会発足（高17、27、37回卒が当番幹事） 
ゴルフ大会　〈日高CC〉 
「梅苑会報」関東梅苑会だより　編集会議　〈信陵会館〉 
第８１回定例幹事会 
 
 
 
ゴルフ大会　〈日高CC〉　　 
第８２回定例幹事会 
第１０回関東梅苑祭・合同同期会　〈東京グリーンパレス〉　 
第８３回定例幹事会 
第１１回定期総会実行委員会発足（高18、28、38回卒が当番幹事） 
ゴルフ大会　〈日高CC〉 
「梅苑会報」関東梅苑会だより　編集会議　〈信陵会館〉 
第８４回定例幹事会　  
  

3,709,611 
9,611 

1,200,000 
1,190,000 
1,190,000 
120,000 

 
3,640,000 
2,300,000 
1,150,000 
1,150,000 

 
1,340,000 
60,000 
220,000 
80,000 
50,000 
20,000 
70,000 
140,000 
150,000 
500,000 
50,000 

 
 

3,947,279 
9,611 

1,137,440 
1,165,000 
1,161,000 
474,228 

 
3,689,509 
2,310,968 
1,246,990 
1,063,978 

 
1,378,541 
60,000 
354,300 
56,731 
28,429 
10,715 
28,455 
115,680 
245,851 
478,835 

0 
 

257,770 
 
 

106％ 
100％ 
95％ 
98％ 
98％ 
395％ 

 
101％ 
100％ 
108％ 
93％ 

 
103％ 
100％ 
161％ 
71％ 
57％ 
54％ 
41％ 
83％ 
164％ 
96％ 
0％ 
 
 
 

（平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日）    

 

（平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日）      

 
同窓会本部との連携をより強化するとともに、さらに同窓生の 
輪を拡げるために、文化的な事業の画策を目指す。 

科　　　目 　　　  予算額  　  決算額     予算比　　　　　　　　備　　　　　考　 

監査報告    
上記決算報告書を監査した結果、適正であることを報告いたします。 
平成２３年４月１５日    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　事　　佐　藤　勝　美　　印    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　事　　佐々木　政　彦　　印 
 

平成23年 

基本方針 

平成24年 

３ ４ 

K 

 



（平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日） 

「収入の部］ 
１．繰越金　 
２．年会費、協賛金  
３．総会会費  
４．梅苑祭会費 
５．雑収入 
 
 
［支出の部］  
１．事業費  
（１）総会関係費  
（２）梅苑祭関係費 
  
 
２．運営費  
（１）事務所関係費 
（２）会議費  
（３）通信費  
（４）事務費 
（５）印刷費 
（６）組織強化費  
（７）交通費  
（８）交際費  
（９）ホームページ維持費 
（10）予備費 
 
 
３．次期繰越金 
 

 
  8.8% 
41.1% 
8.6% 
36.0% 
  5.5% 
    
 
 

57% 
20.6% 
36.1% 

 
 

43% 
2.1% 
  8.6% 
  1.7% 
  1.0% 
  0.7% 
  1.7% 
  4.1% 
  5.5% 
17.2% 
  0.7% 

 
 

 
 
（単年300名予定） 
第10回定期総会　＠2,500円×100  
第10回関東梅苑祭　＠7,000円×150 
受取利息、ホームページ広告等   
 
    
 
 
平成23年 第10回定期総会 
平成24年 第10回関東梅苑祭 
 
 
    
信陵会館、年間契約料30,000円×2年 
会議室使用料 
会議案内、会員増強案内 
封筒、用紙、事務用消耗品 
一般会議資料等印刷 
勉強会助成金 
本部総会、本部打合せ出張 
賀詞広告、母校関係、慶弔金 
ホームページ維持管理 

2,917,770 
257,770 
1,200,000 
250,000 
1,050,000 
160,000 

 
 

2,910,000 
1,650,000 
600,000 
1,050,000 

 
 

1,260,000 
60,000 
250,000 
50,000 
30,000 
20,000 
50,000 
120,000 
160,000 
500,000 
20,000 

 
 

7,770 

科　　目 　　　　　予 算 額  　総額比　　　　　　　備　　　　　考　 

平成23～24年度予算案 関東梅苑会規約 

５ 6 

K 

第１条　［名　称］ 
　　　この会は「福島高等学校同窓会関東梅苑会」と称
　　　し、事務局を東京・渋谷「信陵会館内」におく。 
 
第２条　［組　織］ 
　　　この会は旧制福島中学校・福島高等学校の卒業生
　　　･修学生で関東地区の在住者及びその関係者をも
　　　って組織する。 
 
第３条　［目　的］ 
　　　この会は会員相互の親睦と交流を図り、併せて母校
　　　の発展を期することをもって目的とする。 
 
第４条　［事　業］ 
　　　この会は次の事業を行なう。 
　　　1. 会員相互の連絡協調に関すること 
　　　2. 母校の発展援助に関すること 
　　　3. 母校の同窓会発行会員名簿に関すること 
　　　4. 母校の同窓会誌「梅苑会報」記事掲載に関すること 
　　　5. その他目的達成に必要なこと 
 
第５条　［役　員］ 
　　　この会に次の役員をおく。 
　　　1. 会　長　　　　　　　　　　　　   1名 
　　　2. 副会長　　　　　　　　　　　   2-4名 
　　　3. 幹　事                           各学年毎複数名 
　　　4. 事務局長　　　　　　　　　　　   1名 
　　　5. 事務局                                           2-4名 
　　　6. 監　事　　　　　　　　　　　　   2名 
　　　以上の外、会長は総会の推薦により名誉会長及び
　　　顧問を委嘱することができる。 
 
第６条　［役員の選出］ 
　　　会長、副会長、監事は総会で選出する。 
　　　幹事は会長の委嘱若しくは各学年の推薦により選
　　　出する。 
　　　事務局長、事務局は会長が委嘱する。 
 
第７条　［役員の職務］ 
　　　会長はこの会を代表し会務を統括する。 
　　　副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を
　　　代行する。 
　　　幹事は同学年を代表し会務にあたる。 
　　　事務局長、事務局は会務が円滑に運ぶよう業務を
　　　遂行する。 
　　　監事は会計を監査する。 
 
第８条　［役員の任期］ 
　　　役員の任期は次回総会までとし、役員定年は役員
　　　就任年齢７０歳までとする。但し、やむをえない事
　　　情で退任を認める場合は、幹事会で決定する。 
 

第９条　［総　会］ 
　　　①総会は原則として２年毎に開き、次の事項を決
　　　　議する。 
　　　　1. 会務の報告 
　　　　2. 予算の審議及び決算の承認 
　　　　3. 役員の選出 
　　　　4. 議案の議決 
　　　　5. 規約の改廃 
　　　　6. その他重要な事項 
　　　但し、総会はその権限の一部を幹事会に委任する
　　　ことができる。 
　　　②総会の議長は会長が務める。 
 
第10条　［会議の構成］ 
　　　総会は、会員をもって構成する。 
　　　幹事会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、総　
　　　会の決定した事項の執行及びその他必要な会務　
　　　を遂行する。 
 
第11条　［招　集］ 
　　　総会及び幹事会は会長が招集する。 
　　　会議の議決は多数決による。 
 
第12条　［会　計］ 
　　　この会の経費は、年会費、総会出席会費及び寄付　
　　　金をもって支弁し、会費の額は幹事会で決定する。 
　　　会計年度は４月１日に始まり翌々年３月３１日に
　　　終わる。 
 
第13条　［その他］ 
　　　その他必要と認める事項は、その都度幹事会で協
　　　 議し、決定する。 
［発効］ 
　　　この会の規約は平成５年３月１２日より施行する。 
 
 
平成7年3月10日一部改正 
　　（第1条、第5条、第11条、第12条） 
平成11年3月12日一部改正 
　　（第5条、第6条、第7条、第12条） 
平成13年4月13日一部改正 
　　（第8条） 
平成17年5月13日一部改正 
　　（第5条、第6条、第7条、第12条） 
平成19年5月18日一部改正 
　　（第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、 
         第12条、第13条） 

 


